
船舶事故等調査報告書 

平成２２年７月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９長第９０号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２１年５月５日 ０１時００分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市北東方沖 平戸市肥前横島灯台から真方位０７０°５０ｍ付

近 

（概位 北緯３３°２５.３′ 東経１２９°３２.１′） 

事故等調査の経過  平成２１年７月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務所）

を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 かいよう、１０トン 

 ＮＳ２－２３０７１（漁船登録番号）、個人所有、有限会社祐宝 

 水産（使用者） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 負傷 １人（船長） 

 損傷 船底にき
．
裂、舵板、プロペラ及び同シャフトに曲損 

 事故等の経過  本船は、船長１人が乗り組み、平戸島北東方沖を航行中、船橋当直中の

船長が居眠りに陥り、平成２１年５月５日０１時００分ごろ、平戸島北方

の横島に乗り揚げた。 

 本船は、僚船に救助を求め、僚船に横抱きされて造船所に向かった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮初期、海面 平穏 

 その他の事項  船長は、燃料節約のため漁場で錨泊して操業を続けていたことなどから、

慢性的な腰痛を患い、疲労を感じていた。 

 船長は、事故当時、いすに腰掛けて操船していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、平戸島北東方沖を航行中、船橋当直中

の船長が居眠りに陥ったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が平戸島北東方沖を航行中、船橋当直中の船長が居眠り

に陥ったため、横島に向けて航行して乗り揚げたことにより発生したもの

と考えられる。 

 




